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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
東
日
本
大
震
災
の
復
興
予
算
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
年
三
月
に
会
計
検
査

院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
会
計
検
査
院
長
か
ら
参
議
院
議
長
に
対
し
て
報
告
さ
れ
た

「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
等
に
対
す
る
事
業
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
会
計
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
会
計

検
査
院
報
告
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
度
復
旧
・
復
興
予
算
の
事
業
数
は
九
百
二
十
八
件
、
予
算
現
額
は

約
十
四
兆
七
千
七
百
四
十
億
円
、累
計
不
用
額（
予
算
措
置
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
末
ま
で
の
累
計
の
不
用
額
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
は
約
二
兆
二
千
六
百
二
十
一
億
円
、
平
成
二
十
三
年
度
復
旧
・
復
興
予
算
の
う
ち
「
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚

染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
の
実
施
」
の
予
算
現
額
は
約
千
九
百
九
十
六
億
円
、
累
計
不
用
額
は
約
千
二
億
円
で
あ
る
旨
の
記

載
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
未
消
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
会
計
検
査
院
報
告
に
お
い
て
、
平
成
二

十
四
年
度
復
興
特
別
会
計
予
算
の
事
業
数
は
四
百
九
十
三
件
、
予
算
現
額
は
約
四
兆
九
千
七
百
四
十
二
億
円
、
繰
越
額
は
約

一



千
八
百
四
十
一
億
円
、
累
計
不
用
額
は
約
四
千
四
百
二
億
円
、
平
成
二
十
五
年
度
復
興
特
別
会
計
予
算
の
事
業
数
は
三
百
七

十
三
件
、
予
算
現
額
は
約
五
兆
三
千
二
十
三
億
円
、
繰
越
額
は
約
一
兆
七
千
七
百
六
十
二
億
円
、
不
用
額
は
約
三
千
百
六
十

八
億
円
で
あ
る
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

浮
体
式
洋
上
ウ
ィ
ン
ド
フ
ァ
ー
ム
実
証
研
究
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て
、
出
力
七
千
キ

ロ
ワ
ッ
ト
の
洋
上
風
車
の
組
立
て
に
用
い
る
ク
レ
ー
ン
の
設
置
場
所
で
あ
る
小
名
浜
港
の
地
耐
力
強
化
工
事
等
を
対
象
と
し

て
九
十
五
億
円
を
計
上
し
、
ま
た
、
平
成
二
十
五
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、
同
事
業
に
お
け
る
地
耐
力
強
化
工
事
等
の
後

続
の
作
業
を
対
象
と
し
て
二
百
八
十
億
円
を
計
上
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
り

地
盤
改
良
の
範
囲
及
び
方
法
に
つ
い
て
再
検
討
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
両
予
算
を
合
わ
せ
た
三
百
七
十
五
億
円
を

平
成
二
十
五
年
度
内
に
執
行
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
た
め
、
そ
の
ほ
ぼ
全
額
を
平
成
二
十
六
年
度
へ
繰
り
越
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
未
消
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
会
計
検
査
院
報
告
に
お
い
て
、
復
興
関

二



連
基
金
事
業
の
う
ち
、
既
存
の
基
金
事
業
等
と
復
興
関
連
基
金
事
業
と
を
区
分
し
て
経
理
し
て
い
な
い
事
業
及
び
平
成
二
十

六
年
八
月
末
ま
で
に
基
金
団
体
か
ら
国
庫
補
助
金
等
交
付
額
の
全
額
が
国
庫
に
返
納
さ
れ
た
事
業
を
除
い
た
計
百
二
事
業
に

係
る
平
成
二
十
五
年
度
末
ま
で
の
国
庫
補
助
金
等
交
付
額
は
約
三
兆
四
千
十
三
億
円
、
平
成
二
十
五
年
度
末
に
保
有
し
て
い

る
国
庫
補
助
金
等
相
当
額
は
約
一
兆
八
千
九
百
八
十
三
億
円
で
あ
る
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。ま
た
、

御
指
摘
の
「
復
興
交
付
金
な
ど
も
二
兆
円
超
が
残
っ
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
会
計
検

査
院
報
告
に
お
い
て
、
東
北
三
県
及
び
管
内
の
市
町
村
に
お
け
る
復
興
交
付
金
に
よ
る
平
成
二
十
五
年
度
末
ま
で
の
基
金
造

成
額
は
約
一
兆
九
千
六
百
五
十
七
億
円
、
平
成
二
十
五
年
度
末
ま
で
の
取
崩
額
は
約
五
千
七
十
五
億
円
で
あ
る
旨
の
記
載
が

な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三


